【2025.8.6】第２回管理職研修　教頭研修会（法制研修会）

望月義務教育課長講話

皆さん、改めましてこんにちは。義務教育課の望月です。
少し休憩を挟みましたが、研修会もいよいよ後半に入りました。お疲れのことと思います
が、もうしばらくお付き合いください。
まず初めに、教頭先生方には、日々の教育活動の推進にご尽力いただいておりますこと、心より感謝申し上げます。教頭先生方のご尽力なくして、学校運営は成り立ちません。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
さて、夏季休業が始まって２週間ほどが経過した頃でしょうか。連日の猛暑の中、体調管理も大変かと思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
ニュースなどでは、大阪・関西万博やスポーツの話題で賑わっていますが、休みを利用して旅行やスポーツ観戦などを計画されている教頭先生もいらっしゃるかと思います。ぜひこの機会を活用して、有意義な夏休みをお過ごしください。普段とは異なる体験の中で、新たな発見や感動、あるいは素晴らしい出会いがあるかもしれません。そうした話題を、ぜひ２学期の始まりに職場で共有していただければと思います。そうすることで、職場の雰囲気もより和やかになるのではないでしょうか。
一方で、夏季休業中とはいえ、子どもたちの安全や校内の環境など、気がかりなことも多いかと思います。完全に心休まる時間が取れないのではとお察しいたします。
１学期を振り返ってみますと、教頭先生方が先生方から頼られる場面が多かったのではないでしょうか。職員の負担を少しでも軽減しようと、率先して動かれていたことと思います。
そのような中、若い先生方に対しては、依頼の手順や対処の方法などを身につけてもらいたいという思いも、もしかするとお持ちだったのではないでしょうか。
　そうした葛藤の中で、ちょうど良いバランスを見つけることが、今まさに求められていることだと感じています。管理職には、柔軟な対応力や調整力が、ますます重要になってきていると思います。
さて、ここからは法制研修会の本題に入ります。事前に多くのご質問をいただいておりますが、すべてにお答えすることは難しいかもしれません。また、一方的なお話になってしまうかと思いますが、あらかじめお詫び申し上げます。内容は、皆さんにぜひ知っておいていただきたいことですが、長時間ですので、肩の力を抜いて、ゆったりと聞いていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
今日お話しする内容は、スクリーンに表示されている項目になります。
最初に、お願いになりますが、服務規律の確保についてお話をさせていただきます。この点につきましては、これまでも繰り返しお願いをしてきたところでありますが、あえて、この場で改めてお話しするのには理由があります。ご存じのとおり、全国的に教職員による不祥事のニュースが後を絶たない状況が続いています。こうした事案が一つでも起きると、教育現場全体の信頼が大きく揺らぎます。もちろん、皆さん一人ひとりが、日々真摯に職務に取り組んでくださっていることは十分に承知をしております。しかし、不祥事が起きなくても、服務規律については定期的に話題にしていただき、意識を高め続けることが大切だと考えております。おそらく各学校でも、校長先生、教頭先生から、定期的に、あるいは何か問題が生じた際に、服務規律についてのお話があるかと思います。そうした機会を生かしながら、日常の中で服務規律を意識する習慣を根付かせていくことが重要です。ぜひ、よろしくお願いします。
ここに掲げてある項目は、これまでもお願いしてきた内容ですが、特に一番上の児童生徒へのわいせつ、セクハラに関する事項については、以前、県から「児童生徒性暴力等の防止等に関する教育職員等の服務規律の確保の徹底について」というお知らせが出されております。すでに各学校で校長先生から指導があったと思いますが、教頭先生方には、お願い、周知を四点させていただきます。
一つ目ですが、服務規律の徹底と研修の実施です。今日以降できるだけ早い時期に、服務規律の研修を実施してください。お願いします。
二つ目ですが、執務環境の改善及び撮影行為の規制です。教室、トイレ、更衣室等の定期的な点検、校内巡視、児童生徒等の撮影についての指導もぜひお願いします。
三つ目になりますが、児童生徒の声の聞き取りと相談体制の拡充です。定期的なアンケート調査の実施、あるいは相談体制の整備をぜひお願いします。
四つ目、これは情報提供になりますが、こども性暴力防止法施行に伴う動きです。昨年6月に公布されましたが、今後、こども家庭庁より、児童生徒への性犯罪を防止するための措置が示される予定になっております。ぜひ、校長先生とも共有をしていただき、安全配慮義務を意識した取り組みをお願いしたいと思います。

次に、教頭の職務に関する内容です。
皆さんすでにご承知のとおり、学校教育法第37条第7項におきまして、教頭の職務については、「校長を助け、公務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる」と定められています。
まず、「校長を助け、公務を整理し」という部分についてですが、これは校長の職務権限の行使について直接補佐し、学校全体の業務を整理することを意味しています。この整理機能において、特に重要なのが調整の役割になります。具体的には校務分掌事務の統合や調整、校内の人事関係の調整などが主な業務となります。なお、教頭先生には校長先生のように所属職員を監督するという明文規定はありませんが、「校長を助け、校務を整理する」という職務の一環として、校長が行う所属職員の監督を補佐するという立場にはあります。したがって、実質的には教頭先生も所属職員を監督するということができる立場にあると言えるでしょう。
次に、「必要に応じ児童の教育をつかさどる」という部分についてです。これは、先生方の休暇あるいは研修などによって授業に穴が開いてしまう場合、あるいは教員不足などが生じた時に、教頭先生が必要に応じて児童の教育を行うことができるということを意味しています。
このように、教頭先生の職務は、校長先生の補佐にとどまらず、学校運営の中核を担う非常に重要な役割を果たしているといえます。改めてその職務の意味を確認して、日々の業務に生かしていただければと思います。
具体的な業務の内容は、学校ごとに当然多少の違いがあるかと思います。例えば、教頭先生の業務としては、学校運営における外部との調整、例えば教育委員会や地域、保護者との連絡調整、こういうものが中心になることが多いのではないかと思います。一方で、教務主任の先生は、教育課程や時間割の編成、授業の進行状況の把握、教科指導の調整など、より具体的なカリキュラムに関する業務を担っていることが多いと思います。また、学年主任の先生方も、学年内での指導方針の統一、児童生徒の生活指導、保護者対応など、現場に密着した調整役を果たしておられるかと思います。
こうした役割分担は学校の規模や体制によって異なる部分もありますが、それぞれの立場が連携しながら学校運営を支えているという点では共通しています。

さらに、最近では多くの学校で、学校運営協議会、いわゆるコミュニティスクールが設置されているかと思います。この協議会に関する業務については、教頭先生が中心になって関わるケースが多いのではないかと思っております。
学校運営協議会は、地域との連携や学校の方針を地域と共有する場として,非常に重要な役割を担っています。これから設置、設置して間もないという学校もあるかと思いますので、学校運営協議会において、学校及び学校運営協議会の委員のそれぞれにお願いしたいことを説明します。
まず、学校が行うことですが、ビジョンの共有と発信ということで、育てたい子供像と目指す学校像等のビジョンを示します。それを受けて、協議会委員には委員同士で話し合い、共有をしてもらいます。
次に、学校が教職員と委員、保護者との交流機会を企画いたします。熟議の場や交流会等を設けて、一体となって進むための気運を高めていきます。協議会委員には、そのような会議に参加をしていただきます。
さらに、学校は学校を知る機会を提供していきます。学校開放日、あるいは行事等への参加機会を提供していきます。協議会委員には、学校を知るためにその場に参加をしてもらいます。
最後に、教職員への情報提供になります。協議の内容を情報提供して、地域との連携、協働の必要性というものを示します。協議会委員には、一方で広報活動を行ってもらいます。協議会の内容を保護者あるいは地域に発信をしていただきます。また、教職員にも地域との連携、協働の必要性というものを示してもらう、こういったことを学校運営協議会の中で役割としてやっていただきたいと思っています。
この学校運営協議会（コミュニティスクール）を持続可能な学校運営協議会にしていくためには、学校側で全てを抱え込まないこと、これが大切です。特に、ここにいらっしゃる教頭先生方が、全て抱え込むということがないようにしていくことが大事だと思います。
例えば、協議会の司会、記録、広報等を委員が分担する、こういった仕組みを作っていただきたいです。もちろん、いきなりすべてを委員に任せるのは難しいと思いますので、少しずつ委ねていくことがポイントになります。導入初期はどうしても学校側の負担が大きくなりますが、運用を重ねることで自立した運営が可能となり、形骸化を防ぐことができると考えています。
また、学校ですから数年で管理職が交代していきます。交代しても、協議会がしっかり機能していれば、学校の良さや強みが変わらない体制づくりが可能になります。そのような協議会になっていくことを期待しております。

そうは言っても、教頭先生方は非常に忙しい毎日を送っておられると思います。その対策の一つとして、副校長・教頭マネジメント支援員の配置が可能となっております。この支援員の配置については、各地教委との相談で進めることになりますが、教頭先生の厳しい勤務実態を踏まえ、学校マネジメント等に係る業務を専門的に支援する人材を配置していきます。
活用イメージですが、スクリーンにも出ていますが、教職員の勤務管理あるいは事務の支援、保護者や外部の連絡調整、学校徴収金の会計管理などがその活用イメージです。想定される人材としては、退職された教職員あるいは教育委員会等の勤務経験者、民間企業等でいいますと事務の経験がある方、こういった方が想定される人材なのかなと思っております。資格要件は、自治体の定めにもよりますが、基本的には特別な資格等は必要ありません。この教頭マネジメント支援員の支援を活用している市町村ですが、現在は一市町村のみの活用となっています。現在、追加の募集も行っていますので、ぜひ検討いただければと思います。

次に、勤務時間や休暇等に関する事項についてです。
まず、本年度の10月1日から施行される新たな制度について説明させていただきます。
一つ目は、部分休業の取得の形態の多様化です。新たな形態の部分休業として、職員が１年につき請求できる上限を、常勤職員は77時間30分、非常勤職員は１日あたりの勤務時間に10を乗じて得た時間を取得できるようになります。といっても少しわかりにくいかもしれませんが、要するに、まとめて部分休業を取得することが可能になったということです。
　また、現行制度では、１日につき2時間を超えない範囲で、勤務の始めと終わりに取得可能ということでしたが、勤務時間の途中でも取得でき、柔軟な運用が可能になります。
二つ目ですが、仕事と育児との両立のための措置等についてです。妊娠あるいは出産等について、職員が申し出た時に、その仕事と育児の両立において、どんな支援制度があるかという情報提供や、どういうふうにしたいのかという個別の意向確認及び当該意向の配慮を行うことが義務となります。ぜひ、制度の趣旨をご理解いただき、適切な対応をお願いします。
三つ目です。子育て時間の取得の形態の多様化についてです。内容は、先ほどの部分休業と同様になります。部分休業は小学校就学前のお子さんに対してですが、子育て時間は小学生が対象となります。制度の中身は部分休業と同じですが、対象年齢が異なる点にご留意ください。
四つ目です。休憩時間の柔軟化です。休憩時間については、職員が学校ごとに定める複数の取得形態から選択可能となります。これも少しわかりにくいかもしれませんが、今まで休憩時間は一斉にということで、それぞれの学校で時間が決められていたと思いますが、これが取得形態の選択可能、つまり一斉でなくてもよいということになりました。
これらは令和7年10月1日からということになりますが、新しい決まりですので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。

次に、働き方改革についてです。これまでも各学校では工夫を凝らしながら取り組んでいただいていますが、今年度から令和11年度にかけて、新たな展開、取り組みが始まります。
取り組みの方針としては、全員が担当者である学校の働き方改革で、子供たちへのより良い教育を実現すること。教職員と子供たちみんなのウェルビーイングを実現すること。さらに、前例踏襲を良しとせず、教職員の働き方改革を絶えず柔軟に見直し、修正主義により改善し続けていくことで、日々の生活、教職員人生を豊かにし、自らの人間性、創造性、専門性を高めていくということ、これらを取り組みの方針としています。
また、重点項目が六つ挙げられていますが、主なところ紹介をいたします。
まず、(1)になりますが、勤務状況の見える化、勤務時間管理の徹底ということで「業務量管理」「健康確保措置実施計画」を策定、公表し、保護者や地域へ教職員の長時間勤務の状況を発信することが重点項目となっています。
（2）です。勤務時間、健康管理を意識した働き方の徹底ということでは、勤務時間インターバルを検討して実施していくことになります。11時間の確保を推奨しています。
（3）です。これは皆さんに特に関係してくるところですが、民間ノウハウを活用して、学校の自律自走や主体的な取り組みを推進し、校内ワークショップを開催していきます。これは、県下すべての学校が対象になります。
また後ほど詳しく説明しますが、この他にも、部活動の地域展開、部活動指導の負担軽減も重点項目となっています。
これらの働き方改革によって教職員の「余白の時間」を生み出し、子供主体の授業への改善、効果的な教育活動の推進を目指していくことにしています。
また、目標として、時間外在校時間について示されているのでお伝えします。時間外在校時間の縮減として、時間外在校等の時間が月80時間を超える教職員を0にすること、これは今まで言われてきていることです。新たな目標として、平均の時間外在校時間を月30時間に縮減することとしています。令和11年度末までの目標になっています。さらに令和7年度から１年間の平均の時間外在校時間を報告することになっていますので、ご承知おきください。
ここで、これまでの国と県の状況を振り返り整理してみたいと思います。まず、国の状況ですが、教職調整額については、令和12年度まで6年間で段階的に10パーセントに引き上げる方針が示されています。これは、すでにご承知の方も多いかと思います。先ほど触れましたが、今後5年間で、平均の時間外在校等時間を約3割縮減し、月30時間程度にすることが目標とされています。令和9年度以降には、働き方改革の取り組み状況についての検証が行われる予定であり、その後、教職調整額の引き上げ方等について検討することになっています。さらに、教育委員会には、「業務量管理」「健康確保措置実施計画」の策定を義務付け、公表した上で総合教育会議に実施状況を報告するということになっています。これらの取り組みは、これまでよりハードルが高くなっていると感じられるかもしれません。
次に、本県の状況です。これまでの取り組みで一定の成果は見られますが、依然として、時間外勤務の教員が多い状況が続いています。そのため、県と地教委が連携した取り組みが更に重要となります。学校現場では、教員不足や業務の多忙化により、厳しい学校運営が続いています。教員採用倍率も低下傾向にあり、教員の質の確保という観点からも、さらなる働き方改革が急務となっています。特に小学校の倍率が低い傾向にあることが懸念されています。現在、教員採用検査は、一次検査、二次検査の１回目が終了し、来週には二次検査の２回目が予定されています。
現在も管理職の皆さんが、リーダーシップを発揮して、働き方改革の取り組みを進めていただいているところですが、学校現場からは「これ以上の取り組みは難しい」といった声も聞かれます。こうした状況の中で、各取り組み主体が一丸となって、自助、共助、公助の全ての取り組みを一体的に推進することが重要となっています。
このような状況から、全県展開による新たな一手として、校内ワークショップを開催することとしました。これは実際の校内ワークショップの様子になります。すでに実施された学校もあるかと思いますが、簡単に説明をいたします。
まず、ワークショップでは目的の共有と情報提供をします。その後、ご自身の学校で創造的余白の時間を生み出すために、みんなで取り組めそうなことについてアイデアを出し合います。スクリーンの左の図をご覧ください。これまでの業務の状況が左側です。業務改善というところの灰色の部分が、非常に多くなっていますが、そこを減らし、プライベートの時間や創造的余白の時間を増やしていくことが目的です。真ん中の画像は、一人ひとりがアイデアを出し、模造紙にテーマごとに貼っている様子です。学校の教職員の皆さんから出されたアイデアをギャラリーウォークと呼ばれる形式で見合いながら、自分が深掘りしたいテーマを決めていきます。テーマが決まったら、数人のチームに分かれて、学校の課題を解決するための新たな手段を考えていきます。各チームはワークシートをもとに話し合い、課題解決のためのアイデアをまとめ、最後に「推しのプレゼン」として発表します。このような校内ワークショップを、県内すべての学校で実施していく予定です。
このワークショップのスケジュール（流れ）についてですが、まず指導主事による伴走支援体制を構築します。指導主事が、ワークショップの進め方を受講し、伴走支援のノウハウを習得します。次に、指導主事が実施校のワークショップに参加をし、支援を行います。その後、指導主事がハブとなって、県内各学校に展開していきます。予定では、本年度、来年度、再来年度の３年間で完了する計画です。まだ実施していない学校もあると思いますが、順次展開していきます。その後、評価を行い、新たな展開へと進む予定です。これは、教頭先生方にとって最も身近な取り組みになるかと思います。
その他、県としても昨年に引き続き、文書半減プロジェクトを継続していきます。さらに現在夏季休業中ですが、例年休み前に多くの依頼がある、作品募集のあり方についても見直しを進めており、先生方の負担軽減につながるような新たな取り組みになるようにと思っています。

続いて、給与および諸手当に関することについて説明いたします。ご存じのとおり、給特法の一部が改正されました。中でも、教職調整額の支給割合の見直しが大きくクローズアップされていますが、給与に関する処遇改善は非常に多岐にわたっており、全体としては右側に示されているような内容が改善、あるいは見直しとなっています。
教職調整額の段階的な改善については、先程お話をさせていただきましたが、それに加え、管理職の本給に加算ということで、令和12年度までに本給に2万4200円を加算します。令和７年度については本給に月額4000円の加算ということになっております。学級担任の加算も義務特手当のところに月額3000円の加算となっています。また義務特手当の見直しということで、この手当が3分の1縮減になります。小中学校複式学級の担任教師に支給する手当は廃止になります。給与の調整額の見直しということで、特別支援教育に従事する教師に支給する手当を、２年間かけて2分の1に縮減していきます。以上が、改善、見直しになります。
これに関してのＱ＆Ａも出ていまして、上の方になりますが、令和8年1月には教職調整額が現行の4パーセントから5パーセントに引き上がるということで、教諭では、平均的にどの程度年間所得に影響があるかという問いがあるのですが、答えとしては、教職調整額が4パーセントから5パーセントに引き上がった場合の給与月額の差額（増額）が、小中ですと3,504円、高校、特別支援では3,864円になるということです。
また、学級担任への手当の加算というのも予定をしているところですが、現状想定する加算の範囲をどのように考えているかという問いについては、国として、学級担任の職務の重要性あるいは負荷を踏まえて、義務教育特別手当に月額3000円の加算となっています。対象は小中学校の単式、複式学級の学級担任としていますが、他の都道府県の対応状況等を参考に、今後具体的な検討を行っていくということになっています。

続いて、部活動の地域展開についてです。中学校の先生方に関係のある内容ですが、小中学校問わず、教頭先生方にはぜひ知っておいていただきたいと思います。
これまで部活動は、教科学習とは異なる集団活動を通じた人間形成の機会であり、また、生徒が多様に活躍できる場として、教員の献身的な指導のもとで成り立ってきました。
一方、少子化が進行する中で、従前と同様の体制で部活動を運営することが難しくなってきており、学校や地域によっては部活動の存続が厳しい状況にあります。
そのため、まずは休日の部活動を地域で展開することを目指し、各市町村の実情に応じて地域のスポーツ・文化芸術環境の整備を推進することになっています。本県においては、各市町村が本年度中に体制整備を行い、令和8年度には全市町村で一つ以上の地域クラブ活動の実施を目指しています。
県の取り組みとしては、県総括コーディネーターによる市町村への指導助言や山梨地域クラブ活動等の人材バンク、いわゆるスポカルやまなしの活用推進等で市町村の取り組みを支援していきます。
また、中学校における部活動指導員配置支援事業、地域クラブ活動への移行に向けた実証事業の実施をしていきます。地域クラブでの指導を希望する教職員の方もいるかと思いますが、兼職兼業の許可を得て指導を可能とします。地域クラブ活動指導者への謝金ですが、国が示す部活動指導員の積算単価に準じて、1時間1600円程度が目安ではないかと考えられています。今後も引き続き実態把握に努めるとともに、実証事業実施自治体の情報提供と各市町村への指導助言、地域展開に向けての会議の開催を実施していきます。

続いて、教育制度に関することになります。昨年度より、高校入試における長期欠席者等を対象とした特別選抜がスタートをしています。山梨県内の県立高等学校および甲府市立甲府商業高等学校では、中学時代に長期欠席等を経験した生徒の「高校で学びたい」という志を応援するために、全日制の後期募集検査、及び定時制検査において、調査書の評価を用いない特別選抜を実施しています。
対象となるのは、特別選抜による出願を希望する長期欠席者等です。長期欠席者については、欠席が年間30日以上の生徒、及び欠席が30日未満の生徒のうち在籍校において教室での学びが十分にできていない生徒、在籍する学校の校長が特別選抜による出願を認める生徒が該当となります。募集人員については、学校の規模に応じて2名から4名程度を想定しており、各学校の後期募集の募集人員の中に含まれます。選抜方法は、学力検査及び個人面接で合否を決定します。学力検査では、一般選抜を参考にした合格ラインを最低点として設定します。面接は高校入学後の意欲等を確認致します。日程の詳細あるいはＱ＆Ａなどは、ホームページ等でご確認ください。

続いて、教科担任制についてです。中央教育審議会の答申では、義務教育9年間を通した教科担任制の在り方ということで、小学校高学年からの教科担任制の導入、義務教育9年間を見通した指導体制の構築、教科指導の専門性を持った教師によるきめ細かな指導の充実、教師の負担軽減、新たに専科指導の対象とすべき教科や学校規模、地理的条件に応じた効果的な指導体制の在り方の検討、小中学校の連携促進ということを答申の中で出しているところです。
小学校における教科担任制の類型としましては、ここに示されている４つが挙げられますが、山梨県が目指す方向性としては、②特定の教科における教科担任制と、③学級担任間の授業交換になります。現在、４年生にも教科担任制が導入されており、今後も教科担任制の進め方については県で検討を進めてまいりたいと思います。
また、教職10年以内に特別支援学級担任を経験するということも国から通知が出ているところですが、現在、各学校でできるだけそのような取り組みをということでお願いをしている状況です。

それでは最後に、人事に関することになります。
まず、教員の人材確保についてです。先ほど少し触れましたが、特に小学校では人材不足、欠員という状況が続いています。県では、人材確保に向けて、大学等で教員選考検査の説明会を実施しています。昨年度の秋には、県内外の10大学に出向いて、説明会を開催しました。今年度の春も県内外の９大学で説明会を開催しています。
また、毎年「山梨県で学校の先生になろう」というフォーラムを開催しています。さらに、教員の魅力についての情報発信ということで、県教委のホームページに「山梨県で学校の先生になろう」の教員のメッセージ動画をアップしています。また、教員の応援動画を、昨年度、県教委で作製して、ホームページや山梨チャンネルのYouTube等にアップしております。ご覧いただいた教頭先生もいらっしゃるかと思います。
さらに、小学校教員確保推進事業の周知と情報発信、これはいわゆる奨学金の返還を支援するという取り組みです。今のところは小学校の教員のみになりますが、そのような取り組みも行っています。この他にも、ペーパーティーチャー研修会を、年に３回開催しています。
教員選考検査に関する改善も行っていまして、昨年度から大学3年生も教員選考検査の一次検査を受けることができるようになっています。さらに、県外会場を設けて、東京でも受検が可能となっております。対象校種は昨年度までは小学校のみでしたが、今年度、受検校種を拡大し、中学校の技術家庭科も受験できるようになりました。
また、特別選考を設け、一般教職教養を免除するとか、一次検査を免除するといったこともしております。大学推薦についても、推薦の枠を学校、人数とも拡大しております。
情報発信にかかる工夫、改善としましては、教員選考検査のパンフレットを昨年度は大幅に刷新して、パンフレットから先輩のメッセージ動画に移ることができるようなものを作りました。また、教員選考検査のポスター、パンフレットを例年より早く配付したり、募集案内の配付時期も早めたりしております。さらに、選考検査で不通過の方については、県内の教員として勤務してもらえるように各種情報を提供する取り組みも行っているとこです。
続いて、正規教職員の代替勤務についてです。近年は若手教師の増加に伴い、産休等の取得者が非常に増えています。また、教員採用者数もとても増えていますので、臨時講師等の主な担い手である既卒の受検者が減少しています。それによって、年度途中に、臨時講師、代替の方を確保することが困難になっています。
そこで、正規の教職員が産休等の取得者の業務を代替するという場合も、当該職員が国庫負担の対象となるように、限度政令に規定する国庫負担上の定数の算定方法が改められました。つまり、これによって正規の教職員の方が産休、育休等の取得者の業務を代替することができるようになりました。
これまでは臨時的任用教職員をそこに充てなければなりませんでしたが、本年4月1日より正規教職員による代替勤務が可能となっております。すでにこの制度を取り入れている学校もあります。
続いて、役職定年の動向についてです。令和6年度末の役職定年は64人いました。そのうち、36人の方が退職、28人の方が教諭として常勤での勤務を継続しているという状況です。その前、令和5年度末で見てみますと、役職定年は75人、そのうち39人が退職、36人が教諭して常勤での勤務を継続しているところです。つまり、役職定年の方の半数以上が退職をしている状況です。これに加えて、早期退職者の数も想定より多い状況が今続いています。こういったところも教員が不足する一因にもなっています。
その対策の一つとして、今年度より転退希望調査の早期実施のお願いしています。すでに学校長から説明があり、夏季休業中に取り組んでいただくようお願いをしているかと思います。早期実施のメリットとしては、学校長が早期に人事動向を把握できるため、次年度に向けた学校経営がより具体的に計画できるということ。夏期休業中に実施することで、ゆとりを持って自身の異動について考えることができること。希望調査実施後にもちろん変更がある場合もありますので、そういった場合も、余裕を持って変更等の対応が可能になること。そして、何よりこの希望調査を夏期休業中に実施していただくことで、9月から始まる第二回の学校訪問における個人面談で、より具体的な話ができるのではないかと思っています。また、現在、退職を考えている方々にも、ぜひ続けていただけるようお願いをすることが、この面談を通してできるのではないかと考えているところです。県に8月29日提出となっていますので、学校の締め切りはその前かと思いますが、ぜひご協力をよろしくお願いします。
以上で説明の方は終わりとなりますが、この後、先ほどお話をさせていただいた教員の応援動画を少し見ていただければと思います。

いかがでしたか。すでにご覧になった教頭先生もいらっしゃるかと思いますが、この動画通して少しでも元気をもらえたという教頭先生がいらっしゃれば幸いです。

最後になりますが、私たち教員は、子供たちの笑顔に喜びとエネルギーをもらいながら日々頑張れているのではないかと思います。これはベテランの先生も若い先生も皆同じ思いではないでしょうか。その笑顔のために皆さんが一生懸命教育に向き合ってくださっていることに、心から感謝申し上げます。
そして、そのためには、まず先生方自身が心身ともに健康であることが何より大切です。ぜひ、夏休みの間にしっかりリフレッシュしていただき、二学期の教育活動に力を発揮していただければと思います。
また、教頭先生方には、先生方と顔を合わせる機会があれば、ご心配な先生がいらっしゃる場合には、積極的にお声掛けをしていただきたいと思います。そして、ぜひ様子を見守っていただければと思います。特に初任者、2年目、3年目の若い先生方にとっては、緊張の多い一学期だったと思います。より丁寧な見取りをお願いできればと思います。
教頭先生方は、よく「職員室の担任」と言われますが、これからも教員一人ひとりを見守っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
少しだけ、義務教育課のこともお話しさせていただきます。本課にも多くの職員がいますが、行政職一年目の職員ももちろん在籍しています。4月スタート時には、初めての業務で不安と緊張の日々が続いたのではないかと思います。しかし、学校と同じように、ＯＪＴや管理職の声掛けを通じて、少しずつ業務を覚え、日々成長している姿を見ることができています。教える側も非常に忙しい中ですが、それでも何年か前の自分を思い出しながら、自然と反対側の立場に立って接することができているのだと思います。教頭先生方も、子供の成長はもちろんですが、職員の成長を喜べる、そんな立場にあると思います。大人同士の関わりですから、時には難しいこともあるかと思いますが、周囲の協力を得ながら、地道な取り組みを通して、先生方の成長を喜べる、そんな環境作りをお願いしたいと思います。自校の先生方の良さ、そして教頭先生が何よりこれまで培ってきた力を生かして、ぜひ人材育成に努めて頂ければと思っております。
最後になりますが、9月から管理主事による学校訪問が始まります。次年度の人事に向けた訪問となりますので、準備等でお手数をおかけすることもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。
日々お忙しいとは思いますが、ご自身の健康にも十分留意をしていただき、管理職としての仕事に取り組んでいただければと思います。
本日は誠にありがとうございました。長時間にわたり、お疲れ様でした。
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